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これまでの議論 の整理②  

○ 本資料は、検討会におけるこれまでの意見をもとに、検討の取りまとめ   

に向けたたたき台として、事務局において議論の整理を行ったものです。  

今後の予定（案）   今  回（7／ 4）   6～8まで  

第10回（7／14）  取りまとめ（1）  

第11回（7／22）  取りまとめ（2）  
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これまでの議論の整理  

これまでの主な意見  

6．入所施設のあり  

（1）入所施設の役割  

○ 障害児の入所施設が必要な理由としては、次のよう   

に、手厚いケアを行う場としての役割、あるいは、保   

護者が育てることが困難な場合の支えとしての役割   

が考えられる。   
① 濃厚な医療、リハビリが必要   

② 濃厚な医療、発達支援等が必要   

③ 保護者の疾病、障害等の理由で、居宅での対応  

が困難   

④ 保護者の養育放棄、虐待   

⑤ 保護者が不在  

（入所施設の役割）   

子どもの最善の利益を考えると、家族と一緒が一番だが、手厚いケアとい  

う意味で施設の役割がある。施設が地域にあることで、在宅生活や学校生活  

が可能になった面もある。借欄銭委員）   

一定の役割を果たす施設は必要。また、親が限界を迎えたときに社会が支  

えることも必要。（如回末光菱員）   

資料（第7回資料1）の施設の役割のところの②は「介護」ではなく「発  

達支援」等の語が適切。（那醒強兵・末光蒙員・松矢姐   

障害児施設については入所期間の短期化を図り、一方で特に重度へ障害児  

への在宅介護を行う中核的ステーションとしての機能を強化する。（第5回渡辺委員提  

出資料）   

入所については、地域に戻ってくることが前提となるべき。地域への支援  

ということも入所施設の役割。個別支援計画を立てていくことが重要。（第7回田  

中委員）   

地域での生活が目指す姿。障害児の家族の負担は大きく、一貫的な支援休  

制の構築が前提。借7臓  

○ 同時に、子どもについては、なるべく地域の中で、   

家族とともに暮らすことが望ましいと考えられる。こ   

のため、入所施設においては、専門性を有する地域の   

資源として、地域への支援、家族への支援といった役   

割を果たしていくことも求められていると考えられ   

る。  
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これまでの主な意見   

子どもは地域、家庭で養育されることが原則。家族の過剰な負担について  

軽減が必要。施設でも在宅支援をやって欲しい。短期入所だけでなく、居宅  

介護、通園、医療面を組み入れられると在宅でカバーできる対象が広がる。傍  

7職員）  

（児童養護施設との関係）   

障害児施設と児童養護施設とは別枠ではないか。傍7回若頃熟知   

養護性に欠ける入所者が多く共通点は多いが、障害児施設では障害への対  

応も必要となっている。併7腕章鄭   

○ 現在、障害児施設に、虐待を受けた等社会的養護が   

必要な障害児が入所している一方で、児童養護施設等   

に障害のある子どもが入所しているという状況があ   

る。  

障害児施設による養護系施設への定期的な訪問療育や職員へのコンサルテ  

ーションを行う。楳咽おZ壷朋出資輔   

虐待児が増えており、医療と家族機能への支援が必要。即回市川動乱   

虐待に至るまでに障害児をめぐる家族の葛藤、養育の負担があり、予防の  

観点から、在宅の家族への支援が必要。傑7国釦達見   

障害児施設についても、支援計画に基づいて地域サービスが受けられるよ  

うにすべき。障害児施設にも個別支援計画が必要。地域資源を使っていく必  

要。通勤寮がなくなったが、地域への移行支援ができる体制が必要。個別支  

援計画を児童福祉法の中に位置づけるべき。酢蛸  

○ 障害児も障害のない子どももー体的に対応するこ   

とが共生社会の観点からは望ましいという考えもあ   

る。一方、現在は、子どもの障害の状況等に基づき、   

それぞれの施設の専門性を踏まえ、それぞれの施設へ   

の入所が行われていると考えられる。  

○ 現状を踏まえ、障害児施設において、被虐待児への   

対応の強化を図っていくとともに、児童養護施設等に   

おいて、障害児への対応を向上させていくなど、それ   

ぞれの施設において適切な対応を図っていくことが   

必要。  

○ また、どちらの施設に入所している場合であって   

も、障害児が退所する場合に、地域への移行支援を図   

っていくことが必要。  
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これまでの主な意見  

（2）入所施設の類型lこ？いて   

①「施設」概念と「機能」概念について   

② 障害種別による類型について  

（昼夜・機能別に分けることについて）  

・昼夜一体とするときめ細かさが失われるのではないか。ショートステイも  
昼夜分けた方がいい。廃7回臓）  

・支援の場面においては、昼夜は分けて考えるべき。日中l£パジャマを着替  
えて、プレイルーム等に出て行くべき。傍7回末光動乱  

■ 制度的には昼夜を分けてということでは考えられない。卸回萌委員・柴應鄭  
・制度として昼夜分離に進むことができるか、障害児については慎重な検討  

が必要。備7回訓島熟知  

○ 障害者自立支援法では、障害者施設について、昼夜   

や機能別に再編が行われている。  

○ 障害児施設においても、支援の場面においては、例   

えば重症児についても日中はパジャマを着替えてプ   

レイノレームに出て行く等、昼夜を分けたきめ細やかな   

対応を図っていくことが必要。  

○ 他方、制度面では、昼夜や機能で分けることは難し   

い、慎重な検討が必要、との意見がある。  

★ 支援の場面では昼夜を分けたきめ細やかな対応   

を図りつつ、制度面においては、  

・子どもについては、施設に入所した場合、障害   

へのケアと、家庭代替の機能（監護権、教育権、   

懲戒権等を含む）を一体として提供する必要があ  

り、機能を明確に分けることが難しいこと  

・子どもについては、放課後や夏休みがあるなど   

昼夜を明確に分けることが難しく、また、学校が  

あることから日中活動を選べるというメリット  
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議論の整理   これまでの主な意見  

が乏しいこと  

から、機能や昼夜で分けることは難しいか。  

（障害種別による類型について）   

肢体不自由児施設については、名称と現状があっていない。入所者の4割  
が大島分類の1～4と超重症児であり、医療面にも重点が置かれ自閉症の方  
の利用も多い。利用者の半分以上がIQ35以下。2割以上が虐待等の社会  
的入院となっている。（第7回君塚動乱  

・障害種別による類型については、医療型でないとやっていけない。（第7回君壕  
貞）  

・肢体不自由児施設については、発達障害児が増えており、小児神経科医等  
を増やす必要。償7回若塚動乱  

・軍症児にと′？て医療は不可欠。傍7回末光動乱  

・卓軸棚については、専門性の高い施設が必要と考える0一方、障害  
の季準、婁様性等を考えると、障害種別というより、医療、生舌支援のよう  
に醜tll閲をまとめていくべき。備7臓  

・知的障寄者については医療が薄くなっている。小児精神科医が足りていな  
い。第一種自閉症児施設（医療型）の機能の維持は必要。頂け国情川委員  

・医療型、福祉型に分けるのはいいが、福祉型に一元化する場合でも、主な  
対象者を示せるようにすべき。卸回柴確釦  

○ 現在、障害児施設については障害別に類型化されて   

いるが、障害者施設については3障害の共通化が図ら   

れ、また学校教育では障害の重複化への対応のため、   

障害種別の学校制度（盲・聾一養護学校）から「特別   

支援学校」への制度の転換が行われている。  

○ 障害児施設についても、例えば肢体不自由児施設を   

知的障害や発達障害のある子どもが利用することが   

増えており、障害の重複化等を踏まえれば、基本的な   

方向としては、一元化を図っていくことが適当と考え   

られる。  

○ その際、障害児施設においては医療機関として医療   

的なケアを行っているものがあり、医療型の施設と、   

福祉型の施設に分けていくことが考えられる。   

また、主に対象とする障害の種別を示せるようにす   

るなど、それぞれの施設の専門性について維持してい   

くことが可能となるよう、配慮が必要と考えられる。  

★ 障害児施設の一元化について  
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これまでの主な意見  

（3）在阻期間の延長について   

① 知的障害児施設・肢体不自由児施設   

② 重症心身障害児施設  

（在園期間の延長について）   

在園期間の延長については、結果論で今の姿になっており、あるべき論で  

考えるべき。（第7回田中萱鄭   

子どもと大人は分けながら考えるべき。18歳までは学校があるが、その  

後は手薄くなる。機能的には児者一貫性を保ちつつ、制度的には子どもと大  

人を分けるべき。楳7抽   

20歳以上については、障害者施策での対応となるよう、移行の措置が必  

要。児の施設と者の施設の併設にするというやり方もあり、その場合、必要  

となる設備基準が異なるので手当が必要。傑7回柴畦訂   

○ 現在、知的障害児施設（自閉症児施設を含む）、肢   

体不自由児施設（肢体不自由児療護施設を含む）につ   

いては、引き続き入所しなければ福祉を損なうおそれ   

がある場合等について満20歳以降も在所できるこ   

ととされている。  

○ 今回、障害児施策全般の見直しが行われるに当た   

り、歴史的な経緯も踏まえ、機能的には子どもから大   

人にわたる支援の継続性を確保しつつ、制度的には、   

障害児の入所定員を確保する一方、満20歳以上のい   

わゆる加齢児については、障害者施策の中での対応と   

することについて、検討していくべきとの意見があ   

る。  

20歳以上について、受け皿がないと、出て行けというのは無理。（第7回書辱  

貞）   

基本は子どもと大人で分けるべきだろうが、子どもの部分と大人の部分の  

連携がうまくいっていないという現状がある。僅7師順員）   

加齢児については、親として、安心して児のところから者のところに移れ  

るかが大事。継続して同じ人がみてくれた方が安心できる。（第7回訓鼓動鄭  

○ こうした見直しを行う場合には、次のとおり、支援   

の継続性を確保するための措置や、現在入所している   

者について施設から退所させられることがないよう   

な措置など、移行にあたっての十分な配慮が必要と考   

えられる。  
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議論の整理  これまでの主な意見   

（配慮として考えられること）   

（1）移行の措置として、障害児施設について一部を  

障害者施設に転換し、「障害児施設」と「障害者  

施設」として併設にできるようにする。   

（2）その際、必要となる設備基準が異なるので、経  

過措置を設ける。   

（3）現在入所している者については、移行によって  

施設から退所させられることがないよう、措置す  

る。   

○ また、重症心身障害児施設については、継続しての   

入所のほか、新たに18歳以上の者を入所させること   

が可能とされており、入所者の約87％が加齢児とな   

っている。  

児者一貫の支援が必要。日本小児神経学会の要望では、支援休制が継続で  

きるような柔軟な枠組みが必要であり、児着分離した場合、成人部門でのス  

タッフ確保が困難としている。また、肢休不自由児施設での重症児受入れ、  

重症心身陣幕児施設入所者の定期的な見直しや適正運用のためのシステム整  

備が必要。重症心身障害児施設について、小児神経科医の必要性や看護師も  
含め概ね1：1の配置になっていることもご理解いただきたい。備相乗蟻軋   

有馬副会長のまとめでは、重症児（者）のほとんどは赤ちやんの時の脳障  
害が原因であり、小児神経科医が大人になってからも診療を続けている。全  

国の重症児（者）硬翠の医師の2／3は小児科医。入所者の80％が成人だ  
が、児者一貫制度で幼児期を知っている小児科医が診ている。備7回北構熟知  

○ 重症心身障害児施設について見直しを行う場合に   

は、上記（1）から（3）のような配慮に加え、．児者   

一貫した支援の必要性を踏まえ、   

（4）医療面、福祉面での支援についての継続性が保  

たれるよう、重症心身障害者について、小児神経  

科医や、本人をよく知る保育士等が、継続して関  

われるよう、措置する。  
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これまでの主な意見  議論の整理  

（5）現在の療養介護について、重症心身障害者の特   

性に配慮した受入れが可能となるよう検討する。   

（6）（1）のとおり、「障害児施設」と「障害者施設」   

として併設した場合に、一体的な支援など柔軟な   

運用を可能とするよう検討する。   

（7）また、受け入れられる施設が限られていること   

も踏まえ、（3）のとおり、現在入所している者   

について退所させられることがないよう、措置す  

る。   

（8）その他、重症心身障害児・者の年制生に応じた支   

援が保たれるよう、現場の実情を踏まえ、必要な   

措置を講じる。   

など、児者一貫した支援の必要性や、現在入所してい  

る者の継続入所について、十分な配慮が必要である。  

★ 以上のとおり、児者一貫した支援や、現在入所し   

ている者についての配慮を行い、入所者やその家族   

が不安をいだかれないよう措置した上で、制度面で   

見直しを行うことについて、どのように考えるか。  

ー8－   



これまでの主な意見   議論の整理   

（在宅支援）   ○ また、重症心身障害児・者については、支援を必要   

・医療的ケアが必要な超重症児がいることも念頭において議論して欲しい。（第   とする方が増えており、在宅での支援施策を充実させ   

4回把轄た貞）   ていく必要。   

■ 在宅の超重症の障害児への対応として、短期入所の受入れ拡充のための条   医療的なケアを提供できる短期入所や、訪問看護、   

件整備などが必要。備7回末光熟知   通園事業の充実などを図っていく。   

（4）その他  

（入所施設の生活環境のあり方）   ○障害児の入所施設についても、家庭的な雰囲気の中  

での支援が可能となるよう、小規模な単位での支援が  
制度）のような取組を検亭寸すべき。卸臓  できるような施設のあり方（小規模な施設、ユニット  

ケアの推進など）について検討が必要。  

（入所施設の地域との関わり）   

○また、入所施設は重要な地域資源であり、地域との   

外療育活動を行い、保健所や保育所等に出て行っている。備7楓   関わりを深めるとともに、地域の実情に応じて、地域   

・入所だけでなく、地域、周辺への専門的な支援の拠点となっている。（第7回末  への支援や短期入所の実施など、地域の中の専門機関   
光壷員）   としての役割を果たしていくべきと考えられる。   

一 気軽に行けるところにある施設が各地域に必要。備胡乱膿樟鼠   

・施設は重要な社会資源。地域にどうつなげるか。地域自立支援協議会でも   

施設の役割は大きい。瑛7回訓島動乱   
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これまでの主な意見  

（1）障害児施設についての実施主体  

○ 現在、障害児施設の支給決定は都道府県（指定都市、   

児童相談所設置市）が行っており、費用面でも国と都   

道府県が負担している。  

（実施主体）   

実施主体は自分の身近にあるべき。（第7回凱島動乱  

・契約制度になって児童相談所の力が弱まっている。都道府県が支援の実施  

主体であるべき。（第6醐  

・障害児施設と児章華護施設は実態は変わらず、実施主体は都道府県として  
欲しい。町村では専門的な対応は困難ではないか。即辟田垂釦  

・重症児については数が少なく、市町村ではできない。昔は国と言っていた  

くらい。都道府県の関与が必要。傍鳩㈱   

・重症児について申十分な理解が前提となり、実施主体を市町村とする場合  
lよバックアップが必要となる。市町村の財政力の問題もある。国保の負担が  
増えるから市に住所を移して欲しいという町村の例もあった。（第7回末光菱員  

・基本は市町村。都道府県自立支援協議会の役割を明らかにして、町村をバ  
ックアップする。基本は在宅であり、週末だけでも家で過ごすといったこと  
が必要だが、実施主体が都道府県だと難しい。個別支援計画を軸にして、そ  
れぞれが役割を果たすべき。基本は市町村として、都道府県がバックアップ。  
（第7回糊  

・ADHDと環境要因のものは区別が難しく、薬ではなく家庭への介入が必  
要な場合もある。市町村だけでやるのは難しく、児童相談所のバックアップ  
が不可欠。アセスメントができなければ、個別支援計画づくりもできない。（第  

○ 保育所等の一般児童福祉施策や、障害者施策につい   

ては、実施主体が市町村となっており、障害児施設に   

ついても、身近な市町村の関与を強めていくことが必   

要と考えられる。  

○ 他方、障害児施設は数が少なく広域調整が必要なこ   

とや、専門的な判断が必要なこと等を踏まえると、都   

道府県の関与も必要と考えられる。   

さらに、児童養護施設等への措置は都道府県が行っ   

ており、虐待等の場合でかつ障害児の場合、児童養護   

施設、障害児施設等のどちらに措置するか等の判断に   

ついては、一元的に行われる必要がある。  

★ 通所について、現在児童デイサービスは市町村と   

されており、通園施設についても市町村に一元化し   

ていくことについて、どのように考えるか。  

－10 －   



これまでの主な意見  議論の整理  

7嘲   

基本は市町村。町村は弱いので、圏域や県でカバーできないか。児童相談  

所や発達障害者センターとの連携が必要。備7臓   

その場合、町村については、都道府県のバックア  

ップ体制を構築することが必要ではないか。  

★ 入所（措置一契約）について、どのように考える   

か。   

【案1】財政負担を含め実施主体を市町村とし、国、  

都道府県が重層的に支援する仕組みとする。そ  

の際、入所の必要性や措置か契約かの判断、入  

所先の判断などについて、都道府県の意見を聞  

かなければならないこととする。  

→ 児童養護施設等への入所措置が都道府県の  

事務とされていることから、障害児施設への入  

所の措置は都道府県としつつ、契約は市町村と  

実施主体を異ならせた場合には、混乱が生じる  

おそれがある。  

したがって、措置と契約はあわせて市町村に  

おろす必要があると考えられるが、現状におい  

て、措置も含め市町村の事務とすることが可能  

か。   

【案2】当面、実施主体は都道府県としつつ、市町村  

の関与を強めていくこととする。例えば、  

① 一定期間ごとに、市町村が、障害児とその  

－11－   



議論の整理   これまでの主な意見  

家族の状況を確認し、相談に応じる   

② 入所の支給決定（3年以内ごと）に当たっ   

て、市町村が都道府県に意見を言わなければ  

ならないこととする   

③ また、市町村が当該児童のサービス利用  

計画を作成し、モニタリングしなければな  

らないこととする  

※ 更に、この場合に、市町村が一定の財政負   

担をする仕組みができないか検討が必要。   

→ この実施状況を踏まえて、将来的に実施主体   

を市町村とすることを検討する。  

（2）措置と契約  

○ 現在、障害児施設の利用については、虐待や養育拒   

否の場合等に措置によることとされ、それ以外の場合   

には契約によることとされている。  

（措置と契約）   

資料（第7回資料1）の施設の役割のところの②力＼ら⑤までは措置ではな  

いか。備7脚委員・知嚢鼻・棚   

児童福祉法では国、地方は保護者とともに健全育成の責任を負うとされて  

いる。本来は家庭逗が、家庭が支えきれないから虐待が増えている。どうし  

て契約が基本となったのか。措置によるべきものが契約になっている。施設  

においては契約になったことにより未収金も増えており、経営危機になって  

いる。知的障害児施設は措置に戻していただきたい。傍7臓   

契約制度により未収金が6％となっている。1千万円を超える施設もある。  

○ これについて、  

・医療目的の短期間の入所以外は全て措置とすべき  

・国、地方自治体は子どもの健全育成の責任を負っ  

ているとともに、家庭が支えきれないから虐待が増  

えており、措置に戻すべき  

－12－   



議論の整理  これまでの主な意見   

・契約制度になったことにより、施設への未収金が   

増えている  

・子どもは最後は行政が育てるべきであり、知的障   

害児の入所は措置によるべき  

との意見がある。  

未収が続けば経済的なネグレクトであり、措置にして欲しいと話している。  

肢体不自由児施設は実態は重い人が入っているが単価は低い。陳7回書頃変乱   

重症児と知的障害児は違いがある。知的障害児の入所は措置によるべき。  

通所は市町村にして、選択できる仕組みとすることが考えられるが、施設に  

ついては、子どもは最後は行政が育てるべきであり、行政責任を曖昧にすべ  

きではない。（第7回櫛   

緊急時の対応で措置は必要だが、措置かどうかは手続き論であり、すべて  

を措置に戻せば問題が解決するということではない。併6回糊   

措置が必要となる状態に家庭が追い込まれる前に、契約制度で利用できる  

という役割が必要ではないか。備7回糊   

重症児について、原則は契約。利用者と提供者が対等な関係であるべき。（第  

7回未勝   

義務から選択、が時の流れではないか。一方、契約制度について、法人が  

経済的な負担を負うのはどうか。子どもについ七は措置の部分も必要。。第7回怖  

川委員）   

守る会では、社会の共感を得ることが大事なことであると考え、親の心得  

として払うべきものは払う、ということで臨んでいる。社会がどうみるか、  

常に念頭に入れて置く必要。（第7回北浦動乱   

○ また、  

・緊急時の対応で措置は必要だが、すべて措置に戻   

せば問題が解決するということではない  

・措置が必要な状況に家族が追い込まれる前に、契   

約制度で利用できるという役割が必要   

一 原則は契約であり、利用者と提供者が対等な関係  

であるべき   

との意見がある。  

★ 「措置」と「契約」について、どのように考える   

か。  

○ 現在、措置による場合と契約による場合との判断に   

ついて各自治体により差が生じているとの指摘があ   

り、更なる明確化が必要。国において、ガイドライン   

を作成していく必要。  

行政の実施主体と関連し、措置と契約について、施設の利用が本人本位と  

なっているか、権利擁護や苦情処理の仕組みもあわせて検討すべき。備咽末憶  

員）   

権利擁護的なものは措置。明確な基準が必要。（第7回田中動乱  

ー13 －   



これまでの主な意見   
議論の整理   

■ 措置は行政が責任。契約は観が責任。親支援がないと家族は崩壊するので   その際、施設の利用が本人本位となっているかなど   

家族機能を支えるべき。その際、障害を認知する際には親の不安があり、親  にも留意して検討される必要。   

の気持ちの整理が必要。そこをどうカバーしていくか。親の気持ちが揺れ動   

いているところもある。備7回副島動乱   

・措置と契約についての判断基準については、事例集では弱く、国がガイド   

ラインを作るべき。倖7臓   

8．その他  

（その他）   

・重症心身障害児施設に小学6年生が来て、生きることの大切さや社会福祉   

の原点を学んでいる。小さいときにそうした活動を増やすことが必要。（第6回北   

主た≒   

・根拠となる法律についても検討項目とすべき。   ★根拠となる法律について、どう考えるか。  

★その他  

－14－   



第9巨－1阻．i；ニリユ支援の一山Il〔しに†判する検．り壬ン＼の意見  

II2（）．7．′1  

蔓‡イこ矢川′俳勘諸‾福初二協会 柴＝け巨祢  

●入所施設び）幣iノIi－4に／）いて  

○家庭代梓機能と療育機能を 一体的に捉倶寸てため、帰イ糾卜機掛川こ分けることJiてき  

ない  

0障＃児施設を福初パ■4と】矢療ノモ■1に分け、福祉触二おいても†イニる障害種別をイせる上うに  

寸る。ただし既存の知的障害児施設において肢体不自由児が入所する場合には、施設設備  

の改修が必要‾ごある  

●入所施設〃）在㈲期甘け）延長に∴いて  

〔〕知的障′．i；ニリユ施設における加齢〃を障※者側溝に移子J・するに〕▲うたっては、次の車欄が重要  

であろ 

（㌻〕障1ギリ己施設〝）一郎を膵′害者施設に転換し、併設できるょうにするこL・その際、施設基  

？裾二ついて経過措置を設けることし  

②移イ＝こょり、本人及び家族の意直＝こ放して呪呑三の入所者が退所させられない様にする二  

レ  ． ーー0  

③加齢児の障害者施策への移子jせ、障害福紙汁画の中に明確に位置づけること 

●入所施設の生活環境のあり方  

∩児童養護施設における小規模グルー1フケアのょうに、入所施設の生活単位を′卜睨模化し、  

Fl］渦に運営できる人員配置とすること 

○地域小規模児竜養護施設のように、人所施設と 一体的に運営する地域小触模入所施設を  

設けること． 

●入所施設の地域との関わり  

○入所施設の短期入所機能を強化すること、、  

○入所施設に通園施設（小規模でも可）を併設し、専門療育機能・家族支援機能・地域支  

援機能（デリバリー機能）・人材育成機能をもたせること。  

○専門里親制度の中に障害児専門里親制度を設け、障害児入所施設がバックアップするこ  

し・   

○障害児ファミリー→ホー→ム（障害り‖、規模住居型児童養育事業）を設け、障害児入所施設  

がバックアップすること。  

●実施主体  

○障害児の通園施設・入所施設の実施i三附こついては、なるべく身近な地域に移すことも   



車要てり）ろが、町村という′卜睨桂け古’】治†小でH、障‘．i；：り古／）‡l柵7：二／〕いて′」ごl差仁無理があ亮  

障乍〃点線】施．甘㍑概わ障ノ．呈；二保腱宜沌＝封城をよ寸射■ib囲とLて亘什■囲豆昭描㍍月号十ため∴、  

主たい：モノ．主】二県人所施．甘1捏量養．塞施㍊守い‖羞ゾ）扱いと▼†、ろために、その美施工≠∵／）いてご主 

従来通り都道府m（指定郁右・リト1み附談所設眉lい と十る  

0た上し、り川津‖談所の障※捏癖自≠闇瀾描を強化十ることと、県量用談所ノ）「甘苦数を増  

やサニと  

〔〕通園施．設・人所施，設とも∴、次の通りl！泄H車ハ閲Jブ・を強打）ろ サ ーノ′上期削ごとに‥川卜付  

が障害児とその家族の状況を確認し、相談に応じる。②実施に1た／⊃て、児童用談所は市  

11け村上∴ロ：兄を求め／にけれ「どプ〔↓、ノない ただし、‥川」‾付（柑こl町村）か、11該〃量の個別友張  

．汁両を作成斗てニヒJ＝畑理∫沃）ろ  

（コ目上介儲・り川け、ィサーービス・う三・潮人†軒かハ作王女緩圭／〕いてr丈、一「てに†出目斗が美施  

＝本とな／〕ていろた机二れを継続すろが、矧二兄童相談所のない直‖」▲什によ・＝ノては、都道  

府り，㌔（／）りしL昭二l】談所がバックアナナナろ休制を．設けろ  

●持田と契芯  

〔〕ト′H糾明甘青緑祉施策の1ノ上りガについて」（、打点‖ 年1ノj）における障′首児施設に利用  

契約制度を導入することについての論点に立ち返ること〔。  

（1）身体障害者福祉審議会、■巨央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛ノ主二審議会精神保  

健福祉部会の合「司企画分科会は、平成11隼1Jjに発表した意兄十川†「／ナ後の障害福  

祉施策の在りノノについて」において、障害児施設に利用契約制度を導入するにあた  

／って以卜（2）ゾ）ような論点整二哩が必要であるとした。  

（2）「いわゆる児童の発達保障の観点からは、専門的な療育機能を担っている障′害児施  

設の利川について、措置制度から保護者と施設との利用契約に什せる利用料助成に  

移十ト「ることには、さらに検討する必要がある。」として、以下〝）3点を検．廿事項  

として挙げているし  

①児童福祉法第2条において、 「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、  

児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うし、」と定められていること  

②専門的な療育を担う障害児施設の選択や人退所の時期等に関しては高度の専門的  

判断が必要とされること  

③障′吉児施設への入所が適当と判断されるケースの中には被虐待や家庭の事情など  

から高度の要保護性を有するものも少なからずみられること  

（ニう）卜記の上11川】から、支援費制度施行時は障′喜児施設への利用契約制度導入は（在宅サ  

ービスを除いて）見送られ、措置制度が継続されることとなったL二 しかし、障害ネ  

自＃支援法の施行に合わせて改正三された児童福祉法では、上記の論点が全く議論さ  

れずに「掛書児施設への利用契約制度の導入が行われ、障害児施設の現場で様々な矛  

盾が生じている（このことは、第7回検討会で述べたように 、日本知的障害者福  

2   



h＝▲〈ろゴミゾ）′jご娃胡乱二詳細に′jこされていろ）  

（」）二〃）トリ）、再疫「／ナ後〔明科ご福祉施策の在りノノ▲こ二ついて」の論′L∴（に、▲り㌧返り、本■抒  

l′l（」な椎．りを子」二うべき■ごある  

」臣祢姑祉法第2条H「lり及び地ノノ公州州有土、り描壬（ノ）鶴護1賢一とと‡）に、捏量を心身とも  

∴鯉やか∴自戒する貢≠を払う」とLて、子J二政L‘i什二を明確∵Lている また、捏量の権利  

∴l粁十ろ条れ（以卜「捏童権利条約」）も仝休として了f政甜丁二を［伸碓にしている  

J児童権利条約第2：う条は、帽′害児が牛川」ノ）養護に／〕いての権利を有すること、そげ）ための  

接肋は、「申し込み」に応じ、父侵等の貿ノノを考慮して「‖†能な限り鮒賞」で与えられるも  

しハヒ十ることを定机ている ニれにほほ該、1うするのは、捏ヰ持■1；祉は第27条に定める都道府  

り．汀∴」ろ障′－り甘施設ノ＼ゾ）措閏である ぎ■り条てさ土、「親瀦三音′昔の－車コこ」を得ろこととし、父Jこ上  

‘こ臣／）榊‡け甘廿「応能賞頼」とし‾こいる LかL、「要保護児・l托を発兄Lた署一に上る適ハに  

ト引判妬」（第2h条）とLているため、新たに「父げ寺〃）小Lj△みに上る開始」ノナ法や、「父  

卜」′＼1；ノ∴二i、ろ利川選択」をノ州えるべきてあろ   

ノ ん、l埠′．ト音イい一′二支援法制定に伴う改l卜で追ノ川された児童枯潮二法第24条の2から第24  

条〃）2ニi去で（／）条文は、「児童台瓜二ついて〃）了」政吏引圭」をあい貴いにし、去た父ド上の「1  

刑川▲lL」により児童権利条約第2：う条の「‖J能な限り無償」〝）原則に反している。従って捏  

量祇剥二はから、第24条の2から第24条の2ニiまでの条文をFjlj除するべきである（⊃  

なお、わがL軋は児壷権利条約を1f）94年に批准しており、同家が批准した国際条約が［鄭内法  

に優先されることは言うまで章）ないことであるし  

0児童権利条約第20条は、「児童自身の最善の利益に鑑みその家庭環境にとどまることが  

てきない児童」は「国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する」としている。  

二れに該、1うするのは、児竜福祉法第27条に定める都道府県による児童養護施設等への措置  

であるが、知的障害児施設では、この保護のための入所も増えている。  

0児童権利条約第f）条は、「締約国は、児童がその父兄の意思に反してその父母から分離さ  

れないことを確保する。ただし権限のある当局が・・・その分離が児童の最善の利益のために  

必要であると決定する場合はこの限りではない」と定めている。これに該当するのは、児  

童福祉法第28条に定める都道府県の職権による措置である。ニれは第27条の措置の一部  

と位置づけられている。知的障害児施設でも、 一部ではあるが、この職権措置を要する児  

－’；音がいる 

⊂）以l二により、知的障害児施設には、①児童権利条約第2：i条による障害児援助と、②同第  

2（）条に上る家庭代ヰ封呆護と、③第9条による行政職権保護が混在している，。②の家庭代替  

保護は児童福祉法第27条が、 ③の行政職権保護は児童福祉法第27条の一部とLての第28  

条が、それぞれ対応している、．①の障害児援助については、児童福祉法箭27条に「父母等  

〝）小し込みによる開始」や、「父ド上等による利用選択」を加えることにより対応できる′つ  

○保育所については、児童福祉法第24条で、①保護者の申請による開始、②行政の実施（保  

存）責任、Q）行政による保育所への措置委託、④保護者による保育所の選択吋能の方式を  

；う   



定め、Lいi巨糾Itとブ亡／〕ている（仙′仁二の保育所ノノ∫しげ）措躍を契芯に変えろ動きがあるが、  

制度の〃紡旦期寺・ト†「ろ）二わ十主上氾拉）児童征潮二法第27粂を修」L三Lた「父り甘叫－㍗と選ハ  

による描眉」∴㍑は′キ Lい仁め、二項I妄Jlニケ「捏・宣縮刷二法弟∠7条〔／雄卜育叫ノノ式にLる惟i＝  

と呼ぶことと丁ろ  

こげ人hへ論点透、「人所施宣け）役割」∴関連して整理寸てJ、次の通りとなる  

所施設の役割   リ古封柾目条約   ノ甘童福祉法   

i針享な医療・リハビリが必  第2：う条に上る障※児援助   第27条の保育所方式に上る  

修jE   

濃厚な医療・発達支援が必  謀盲2二う条に 上る障※県援助   第27条〃）保子F所ノナ迂tに上る  

修正   

付こ1潅首のす畑il・障‘－i∴宇ノ）flP  第封）条に上ろ′家庭イし持保護  第27条の保ホ所んぺに上ろ   

二‥H′モ：でけ）対応がl刃難  修正   

盲■ニ〔護者の養育放束・J巨待  第一）条に、上るイ」二政職権保護  第28条（第27条の・i一子t；）   

保護者の不れ   音＝）条に上る行政職権保護  第28条（第27条の 一たFり   

なぶ、児童福祉法第24条び）2か「J第24条の2；iまでの条文は削除する  

〔二1前述した障害児専「－LJ里親制度や障′喜児ファミリーホーム（障害り‖、規模住居型児童養育  

事業）についても、入所施設と同様に、保育所方式の措置か、行政職権措置かのいずれか  

の方式による．＝  

○障害児通園施設においては、1二〕お〝）「児童福祉法第27条の保育所ノノ式による修止」に上  

る措置に改めるべきである．、行政古住を曖昧にした「契約」制度（児童福祉法第24条の2  

から第24条の2：うまで）は、廃1ト㌻‾べきであるし  

0居宅介護・児童デイサービス・ 短期入所等の宥三宅支援については、支援費制度の時にす  

でに契約制度に移行しているためこれを継続するが、特に児童相談所のない市町村に対し  

ては、．都道府県の児童相談所がバックアップする体制を設ける、  

○入所施設・通園施設・在宅支援等の措置・利用に当たっては、自立支援計画（個別支援計  

画）の作成を前提とする。  

●その他  

○障害児施策については、障害者日立支援法から切り離し、児童福祉法を攻il三して、児童  

福祉の中で行うべきである。  

○学校数育との関連については、学齢期の放課後対策・夏休み対策等について、学校数百  

において対応するべきである。しかしそれが進まない現状では、当面の対策として学齢期  

発達支援事業（児壷デイサービスや‖中一時支援事業等を統合）を整備すべきである。  

○また特別支援学校の寄宿舎についても、実態を明らかにすると共に、ナどもの権利の視  

点から検討を加えるべきであるtr  

O知的障害児については、発達に時間がかかることから、北欧と同様に高校の教育期間を  

4   



測量証偶ぺて礎長ナノこきてし巨）る  

○現在里親制痩∵1り障※〃を養ホLている家庭‾こ、障ノ【ii：り鳥ミ在宅サー1ごスを別川十ろ時  

〃）別＝＝斗が、り摘ユ川中往ニヒろfりItとなっているか、父けの応撞木≠u撫抹＝十べきてあ  

る  

′ 
○障′．i川▼1に1ぺ、て上土、什ヱミ緩掛「かトら児童電圧り，）に†lも、11を移L、J一とモノ 一般の施策と 一ノ亡  

化すべきてある  

0瞳ノ．引竹材策の検討に、lうた／つては、財源の確保策が不・－†欠であろ 柑二什会保障費の毎隼  

度22（）0億円削減策については撤廃すべきである。  
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弟9い‖；打；ニリユ支援〃）兄＝◆1二しに閏十る検討会参㌢賢料  

仝H肢†本不＝山県施．設運′肯協議会  

1）入所施設の入所機能の役割  

「l；招；ゾル）人所施設〃）必要な朝川lとしては、次のように、地域で安心して′仁清  

するために家族を支えるための  r一育ての観ノ1チ主にたったド」二  r一人園から始まるラ  

イフステージに拾 った継続した  干厚い療育支援を行う場と  しての役′刑、あるい  

は保護者が並立l刃難な場合の支えとしての役割が考えられる、ノ」  

雄集中した濃厚なl矢嫉、リハビリテーション  

②継続した濃厚な医療、発達を促進等の支援  

付保護者が  

・疾病、障※等により、居七での養存がl本腰な場合  

・養育の放棄・虐待の場合  

・不在（欠く）の場合   

○障害児の状態に応じた適切な施設に速やかに入所できるように、整備充実  

をはかる。  

2）入所施設の類型   

○障害り上の発達・成長をサポートするた捌こ、 昼夜一員した療育支援が必要  

である。就学前の児には施設内児童保育をおこない、就学後では「カレッ  

ジ」等のソーシャルスキル獲得などの支援を行ってい る。   

○就学脚こおいては、昼食・リハビリテーション等に授業を中1卜して、施設  

に戻ってきている。低学年では午前のみで授業が終わる場合のかなりある。  

また、体調不良で休学する割合も多い。  

3）障害児施設の一元化   

○肢体不自由児施設においては弱い重度例を中心に、医師・看護師・セラピ  

ストのアプローチのもとに、療育の基盤が作られているので、l料麻里と福   

祉型に分けることは、不吋欠である。   

○医療型施設では、児童福祉法に準拠した位置づけが配慮されており、児童   

福祉法の枠は外すことが川来ない。もし、配慮が無くなれば立ちゆかなく  

なる。   



4）重症心身障害児施設について  

捏者 一ハが必要である。サ川三、加齢捏多さのために重症心身障′－i亨児の多  

くは、り支Hく十二「‡‥1児施．設でカバーしているといっても遇∴ではないが、  

肢休イイ川1捏施設に入所している重症心身l埠′．i言：児への施設給イ、j－費が1  

分の1以卜とな／〕ている。人．1∴1分鮒二従った属人的なも〝）とすべきであ  

る。また、障ノi蔓‡の 一ノ亡化にともない、施設給車費を見直すべきである 

○力L商事り封こついては、児童福祉法の内容を継続する 

5）実施主体について  

通園・短期入所等の在七に／）いては、‥川「村を実施t体とする－  

人所の措置・契約については、広域であることや児童数が少ないこと等  

から実施i三体を都道府県とすべきである。その際、lい町村の関与を導入  

する場合には、財政負抑を明確にすべきである 

6）措置と契約   

〔〕6カ月間以内の医療目的以外の入所は、公的支援の理念に沿って、措  

置とすべきである。   

○措置か契約かのガイドライン作成をするようであれば、収入があって  

6ケf】間以l二利用負担金の未納の場合には、措置として行政がその徴  

収にあたる。  
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2008隼Gノ】25け版  

「【′い一′二と共牛」を進めるための障′吉昔l半．′：支援法改l仁へ〝）促∴（案）  

1．基本的な考え   

障害音一半／二女援法の上Il！念は「＝立と扶牛」の社会づくりですこわたしたちは、  

この理念がi’卜1／二女援は（什サ←ビスによって、社会〃）与し体的な仕組みとして実現  

されることが、法改正における基本的な視点であると考えます。これは、今年  

の5ノjにl仁式に州l賃ミ条約として発効し、我がlに＝）批准に泣＝ナて準備している「障  

ノ．ト首権利条約」が＝指す、インクルーシブな社会の′美郷こ≠、つながり去す 

そのためには、r地域でと≠Jにffち、′、アニび、働き、作らす」支援叫巨細みづく  

りにl√りけて、■i‡二業者が楕極的に似り組む動機が働くような制度や紬酬の体系に  

する必要があります   

現在の我が1申）社会福祉叫ノミ況は、障害者＝立支援法の改正二だけで解決する  

ものではありませんしトーンダウンしてしまった介護保険制度の被保険者隼齢  

の引き下げに関しても諦めることなく取り組み、障害者・高齢者を分けている  

現在の制度を普遍的な制度に再構築することにより、さらに人きな社会逮捕二を  

rけ旨す必要があります。   

また、社会保障制度は、隼金、医療、逼祉のすべてが財源不足にさらされ、  

危機的な状況にあります。「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）」から、社  

会保障費1兆l千促叩二jの伸び抑制という基本方針を撤廃し、財源催促を「無駄  

をなくこす」ニとによる捻H1だけに頼るのではなく、増税も含めて貞剣に考える  

時であると思います 

このような基本的な考えに、1工ち、以「に障害者白キ支援法グ）改1Ⅰ三に向けた提  

言を行い圭す 

提言  

1。ケアホー・ムについて   

在宅の重度障害者が地域生活を継続する生活の場として、入所施設からの地  

域移行の′仁清の場として、ケアホームはますます屯要な役割を見たさなければ  

なりません 

しかし、現在の報酬単価では、車度障害者の生活を支援するための人員確保  

ができません。また、夜間支援体制の職員勤務も宿直勤務によるのか夜間勤務  

によるのかが曖昧となっており、人件費が適正に報酬に反映されていません。   

さらに、「】本の′住宅の多くは、1世帯4人が属住できる構造で建築されてい   



ること、火災や災′．i甘†における中＝lト音の舵リミな救川を考えると、r抽㌻舵保と安  

1リ′巨〝）桃ノ、くか〔Jケアホー→ムは1ケ所」人〃）別川を基本にしたitilj度に見il－〔す必要  

があり たす   

そこで、ケアホームにi婆＝ノて次び）政Ilミを捉∴します′ニ  

（1）世話人の配閏を現在の「常勤換舘で、利川音数を6で除した数以卜」か  

ら「常勤検針亡、利ノIト首数を」で降した数以卜」に改める。  

（2）夜間支援体制を必須とし、夜間勤務を「宿直」ではなく「夜勤」と明示  

する  

（こぅ）障ノ＃程度け分1以上の人j．王‡音は、杵主介護の利川を認めることを継続す  

る  

2．ケアホサム等を利川する地域／仁清甘に対する所得保障について   

施一没入J什支援利川音は、補足的給再を′受けて手持ち金2月ー5千円が残る仕組  

みにな′）てい圭すが、地域生活をしている低所得の障害者は、年金と1二賃の収  

入から、／＝苫費、利用者負担、家賃、光熱水費を支払うとほとんど手元に残ら  

ない人が人勢います 

l人Jj2カ5千巨】の住宅千：当の創設を掟i‡します 

ニう。地域自、二〔支援協議会の法定化について  

地域＝立支援協議会を障害者自、ヒ支援法に明文化し、都道府県及び巾町村  

に設置を義務付けるこ とを提言します。  

1．（仮）障害者地域包括支援センターの設琵引こついて   

サし一ビス給付では解決しがたい問題を抱えた障害者に対するソーシャルワー  

ク的支援、社会資源開発、サービス利用計画作成に対する支援、地域自立支援  

協議会の運営、地域包括支援センターとの連携などを行う、包括的な機能をも  

つ障害者地域包括支援センターの設置を提言します。   

設帯基準は、人し110万人当たり1ケ所とし、人員配置は常勤3人（相談支  

援執サ員を有する者）とすることを提言します。  

5．（仮）包括的権利擁護センターの設置   

障害者、高齢者の虐待、消費者被害、セルフネグレクト、成年後見事案、成  

年後見利用援助事業の活用、法人後見や、児童虐待、r）Vなど、分野を問わず  

に対応できる包括的な権利擁護センターを設置することを提言します。   

設匿基準は、人r110万人当たり1ケ所とし、人員配置は常勤2人（社会福  

2   



址仁、精神保腱福利」）の他、弁護卜、‖■圧L半t、柿神戸＝実写による権利擁護  

対応チー→ムをJjlF‖け1リ曳l紬催すろことを捉∴します 

6．後見人制度別ノ‡jノ支援－i〔業の汁及啓発について   

成牛後兄制皮目、障※昔の地域′卜i舌支援にとって重要な制度となっています。  

特に、／「後増ノ州が兄込まれる第 二▲首後兄人の利川を促進していくた裾こは、後  

兄ノし、補助人、補†1二人への報酬に対する補助制度の析川が重要です。   

成牛後見利川援肋事業の普及・伴発をさらに進めることを提言します。  

7．利Jlト首i吊1t上限額頼）一ノ亡管理   

介護給小巨訓練′写給付、地域′仁清支援車業、lモい1／二支援医療と、体系二、とに負  

机上限触が定められていることを改め、榊々の負担能力に応じた負担L二眼額を   

〟ノ」化して一設定すろことを堤∴し、ト）→  

8．重度訪問介護・重度障ノ㌔；者▲等包枯支援について   

重度訪問介護・重度障害昔等包桔支援は、報酬単価の低さから事業を継続す  

ることが困難な状況にあるため、報酬について次のように提言します。〕  

（l）重度訪問介護の加算措置を次のように見直す。  

障害程度【天分6に該、1」する者の場合 7．5ワイ）〝山う15％  

屯度障害者等包楕支援の対象者の要件に該当する場合 15％→30％  

（2）重度障害者等包括支援の中価を（Dの加算」二昇分を反映させ、次のように  

見直す。  

4時間7（）0中位→4時間800単位  

9．屠宅介護の家事援助の廃止と生活援助の創設について   

居宅介護の家事援助をサービス類型から廃止し生活援助とし、介護保険制度  

の報酬単価と同一ー単価とするよう提言します。   

家事援助1．5時間 225中位 → 生活援助1．5時間 291単位  

10．行動援護の利川促進等について   

行動援護は、支給決定基準が10項Fl中10点から11項口中10ノたとなり  

対象が拡大されました。しかし、行軌援護の支給決定者数にはあまり変化がな  

かったのではないかと思われます。これは、支給決定の主体である「い町村の理  

解が卜分ではないためではないかとノ‡思われます。また、行動援護が支援の効果  

を発揮するためには、行動援護従事者のスキルアップが不可欠です。  

ニう   



了J二動援．㈲二／〕いて次 のように捉∴し去す  

（1）子j動援護の利川が適直に促進されるよう、美施i三体の【い町利‾に普及酵発  

を子J二うことを捉．了します  

（2）子」二動援護従■ト音養IJ抽＝宴を、従甘者－の資格に関わらず必須とすることを  

提∴‾し吏す  

11．就労継続支援事業について   

就′芳継続支援小二業A理は、対象者が「雇川契約に鹿づき、継続的に就労する  

ことが‖†能な65ノ長府l景i〝）首」とあることから、福祉施策としての障害者日立二  

支援法の㈲湘▲か仁J′方働施策げ）体系に転換させることを提言します 

12．移動支援一日ニ業の個別給付化について   

障喜者の社会参ノ川の観点から、移動支援事業を移動介護として個別給付に戻  

すべき 

13．サービス利川計画作成費対象者の拡大について   

サービス利川計l函作成費は、サービス利用者の10％程度がけ安となってい  

ますが、介護給付、訓練等給付を受ける利用者全員に支給することを提言しま  

す。また、サービス利用計画作成は、指定相談支援事業者の他、介護保険法に  

よる居宅介護支援事業所でも作成できるようにすることを提言します。  

14。区分内流㈲、区分聞流用の継続について   

国庫負担基準額内の匝：分内流用、区分間流用を継続することを提言します。  

15．入院の付添に関するホームヘルパー の利用について   

医療機関入院中のホームヘルパー派遣が認められないことから、入院中の介  

護のすべてが家族の負担となっています。   

医師から入院中の付添を求められた者であって、t1常生活で居宅介護を利用  

している障害者は、入院中の付添においてもホームヘルパーが利用できるよう  

見l真二すことを捉ご三－します。  

16．インクルーシブな保育、教育の推進について  

「共生」の観点から、「障害児だけが集まる場」における支援から、一般の保育、  

教育、放課後清動の場で、障害のある子どもも、障害のない了一どももともに育  
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ち、羊び、′＝肯する仕組みノ＼の転換を図るため、次のことを捉∴し嘉す。  

（1）乳幼児期、ノ、〃甜朝小門のコーディネー ターを配躍する二  

（2）リハビリ職や心理職′こ享が保存園、幼稚I対、′、r校に川向いて巡L‖は援を子J二  

うことがlい町＝、郡中位で子j二うことができるLl；二業を創設する。  

（こう）保肯凍l、幼柑朴＼の職員加配をけう財漱措苗を行う（児童施策として）（  

（」）放課後児童クラブの障ノ否：児加配を子】二う  （児童施策として）  

17．社会的養護の必要な障害児のグルー プホーム・ケアホームの利用につい  

し   

社会的養護が必要な粁．主i‥リユが、地域で家庭的なノト活を送ることができるよう、  

県庁吋）グ′レーーフホーム、ケアホーム〟）利川を‖絹巨とすることを堤－‡します 

1針．障′畠lヱ入所施．甘について   

障′．㌧児入所施設に／〕いては、社会的養護が必要な障害児の利f削こ限定し、児  

掛養護施設の体系に 一ノL化することを堤∴します 

5   



2川）針牛7＝1＝  

障害児の住まいの場のあり方に関する意見  

帖′．i；ニゾ）ある人と揺山井でつくるしレトグルーノホーームノーiご二会  

－．  一   一・   

t′、たナ〕亡i、l仁よ∫k．1t）申！とりニノト′ソ〃軌抑箪ノ．十片付雄円高頼経進事業（陣－㌧者十い1′二友揺フt」ソニ1ニクト）  

げ）なかて「陥′畠L古ノ）仕上いノ）場び）ぁりノノにl針ナ→る研究」を行いまLた その結果、描′【㌣甘の什  

吏いび）場〃）ありノバニl†しノニー、に改ニ1‡を－要■f‾る．組題があることが明らかになり左した  

1．親元で潜らせない陥′甘児の住まいの場の現状と 改善の方l叶件   

現在＋親ノ亡で拝J）せなくな／った肺′，引臣／）住まいの場としてibり度化されているのは入所ナ与■！の  

障′害児施設です二実際には児童養護施設に辛）多数の障害のあるf’一どもが蘇らしてい去す√一 どち  

ら〃）場合も職員の交代勤務と人部屋処遇げ）なかで、ナどもの育ち〝）展盤となる信頼できる大人  

への愛着感情が柑こくく 、去た障′害に対する有効な療育を受けることも出来にくい状態です。  

ニれら施設では、隼清一のコーニット化や分棟方式カどにより改善への努力が払われてはいますが、  

やはりそこは地域から隔離された特殊な場所であり、地域の普通の暮らしからは程遠いものが  

あります、二   

二の現状を改善するため、障吾のある十どそ）が地域の［†－で出束るだけ家庭に近いサイズと人  

間関係のなかで暮らサニとげ）＝来る什まいの場を早急に確接する必要がありますL 

2．地域ファミリーホーム（仮称）の制度化が必要です。   

地域ファミリーホーム（仮称）とは、数人の児童が地域にある普通の住居で少数の固定した  

職員の養護の卜で営む暮らLです 地域ファミリーホーム（仮称）とそこで暮らす児童は、親  

ノ己で暮らすすべての児童とその家族が受けることの出来る地域の子育て支援や保育園、学校、  

学童保育などを活用し、必要に応じて障害児に関わる個別支援計画の策定をはじめ、障害児医  

療やリハビリテーション、 通園施設、特別支援教育、ショートステイなど、地域にある障害関  

連の支援を、親元で育つ障害児と－i寺jじように活用して地域で育っもげ）でなければならないと思  

います。職員の勤務条件の緩和のためにもホームヘルプ制度や家事援助職員、パート職員など  

が必要です。設置ヰニ体は社会福祉法人および 一定の条件を満たすNPO法人など今後検討する  

必要があります。また、障′害児中門の地域ファミリーホームを（仮称）を汁指すか、混合型に  

するかなども検討課題です．二   

二のょうに地域ファミリーーホーーム（仮称）は沢山の課題があり圭すが、や急、に検討チームを  

、？二ち卜げて組題の検討を進める 一キ、モデル試行をスターートさせるなど、早期の制度化を図る  

必要があります。  
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ニラ．障′君廿Ⅰ！親への支援策の展開が必要です。   

わが匡て‡Jモ‡蟻川jJ璧ソ）鮭偏克美か上うやくはじ王り、l臣祝のノ【二で荘らすJ′一どもが増えてい圭  

一ト そノ）うト約2書付）j′一と、、子）∴†小三」力ゝ州；綽；があり、牛、相川痛けごどの‡Jとて其方されていると  

ノ且わjt去す 去た仙′董三で‡）、 地域ソ）J′イデて五接や障宮黒療育機関、描′曾甘家鉄支援機瀧宮仕、  

フォー一マル、インフォーマ／しな支援を柔軟に組み合わせて、障告〃里親を豊かに展開している  

地域≠，あり主寸∵丑神長フ丁 ミリーーホーーム（仮称＝司様さょぎ主な地域資源をi舌川し、障ノ．上県が、  

短期、中期、k期に里親′表庭で荘ら寸二とは・1丁稚で十 描′i引【上世視への支援策のト†】一急な賊閲が  

必■要てす  
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